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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電動モータにより回転する羽根をガード部内に収容した本体部と、該本体部を設置面上に
設置させる台座部を備え、該台座部は、前記設置面上に接地される基台部と該基台部から
上方に延びる脚部を備え、該脚部を介して前記本体部が前記台座部に支持された扇風機で
あって、
　前記羽根の回転により発生する風の通風路であって前記ガード部の前面若しくは後面に
、前記本体部を設置させた状態で、前記電動モータに電力を供給するバッテリパックを装
着、取り外し可能な構成とした扇風機。
【請求項２】
電動モータにより回転する羽根をガード部内に収容した本体部と、該本体部を設置面上に
設置させる台座部を備え、該台座部は、前記設置面上に接地される基台部と該基台部の左
右両側から上方に延びる左右一対の脚部を備え、該左右一対の脚部を介して前記ガード部
の左右両側を支持して前記本体部が前記台座部に支持された扇風機であって、
　前記ガード部の下方かつ前記左右一対の脚部の間において、前記基台部に、前記電動モ
ータに電力を供給するバッテリパックを装着、取り外しするためのバッテリ装着部を備え
、前記本体部を設置させた状態で前記バッテリ装着部に対してバッテリパックを装着、取
り外し可能であり、かつ前記バッテリパックについて異なる電圧のバッテリパックを利用
可能な構成とした扇風機。
【請求項３】
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電動モータにより回転する羽根をガード部内に収容した本体部と、該本体部を設置面上に
設置させる台座部を備え、該台座部は、前記設置面上に接地される基台部と該基台部から
上方に延びる脚部を備え、該脚部を介して前記本体部が前記台座部に支持された扇風機で
あって、
　前記ガード部の上部に持ち運び用のハンドル部を有し、該ハンドル部に、電動工具のバ
ッテリとして用いられるバッテリパックを装着するためのバッテリ装着部を有することに
より、
　前記本体部を設置させた状態で、前記電動モータに電力を供給するバッテリパックを装
着、取り外し可能な構成とした扇風機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、バッテリ式の扇風機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　充電式のバッテリ（直流電源）を電源とする扇風機は、一般家庭の交流１００Ｖ電源を
必要としないことから、例えば建築工事現場等の様々な場所に持ち運んで使用できる。ま
た、バッテリを取り外して別途用意した充電器で充電すれば繰り返し使用することができ
る。例えば、建築工事現場等において、電気ドリルやねじ締め機等の電動工具のバッテリ
として用いられる充電式のバッテリパックを電源として利用できれば、この種のバッテリ
を扇風機と電動工具とで効率よく使い回すことができる。
　下記の特許文献には、充電式のバッテリを電源とする扇風機に関する技術が開示されて
いる。開示された技術によれば、比較的重量の大きなバッテリを支脚の下端部に装着して
置き台として機能させる構成であるので、扇風機を安定して設置しておくことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平3-172598号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の扇風機では、バッテリ自体が置き台を構成するためこのバッ
テリを取り外して交換若しくは充電する場合には、扇風機の全体を持ち上げる必要があり
、この点でバッテリの取り外し操作が面倒であった。
　本発明は、係る従来の問題に鑑みてなされたもので、わざわざ持ち上げなくともバッテ
リを取り外すことができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題は、下記の発明によって解決される。
　第１の発明は、電動モータにより回転する羽根をガード部内に収容した本体部と、本体
部を設置面上に設置させる台座部を備え、台座部は、設置面上に接地される基台部と基台
部から上方に延びる脚部を備え、脚部を介して本体部が台座部に支持された扇風機であっ
て、本体部を設置させた状態で、電動モータに電力を供給するバッテリパックを装着、取
り外し可能な構成とした扇風機である。
　第１の発明によれば、本体部を自立させた状態（設置状態）のままバッテリパックを装
着、取り外しすることができるので、従来のように当該扇風機をわざわざ持ち上げなくと
もバッテリパックを装着、取り外しすることができ、この点でバッテリパックの着脱操作
性及び当該扇風機の使い勝手をよくすることができる。
　バッテリパックは、バッテリ取り付け部に対してスライドさせ、あるいは抜き差しする
ことにより扇風機のバッテリ取り付け部に対して装着し、逆に取り外す構成のものが提供
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されており、いずれの装着、取り外し形態のバッテリパックについても、台座部により本
体部を自立させた状態において、設置面等に干渉することなく当該バッテリパックを装着
、取り外しするための移動領域が確保される構成とすることにより上記の作用効果を得る
ことができる。
　第２の発明は、第１の発明において、基台部の上面にバッテリパックが装着された扇風
機である。
　第２の発明によれば、従来のように基台部の下面側ではなく、上面にバッテリパックが
装着されていることから、当該扇風機を持ち上げなくともバッテリパックを装着、取り外
しすることができる。
　また、従来の扇風機はバッテリパックが置き台として機能する構成であったので、当該
扇風機の持ち運び時に誤って落下させてしまった場合等に、バッテリパックを損傷しやす
い問題があったが、第２の発明によれば、置き台として機能する基台部の上面にバッテリ
パックが装着されているので、バッテリパックが直接設置面（床面）等に衝突することを
防止してその損傷を低減することができ、この点でバッテリパックひいては当該扇風機の
耐久性を高めることができる。
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、バッテリパックの装着、取り外し方向を
設置面に沿った方向に設定した扇風機である。
　第３の発明によれば、バッテリパックを設置面に沿って移動させれば当該バッテリパッ
クを基台部の上面に装着することができ、逆に基台部の上面から取り外すことができるの
で、従来のように当該扇風機をわざわざ持ち上げなくともバッテリパックの装着、取り外
しを行うことができ、この点で操作性及び使い勝手を高めることができる。
　第４の発明は、第１の発明において、基台部の側部にバッテリパックが装着された扇風
機である。
　第４の発明によれば、扇風機を持ち上げることなく設置状態のままで、バッテリパック
を基台部の側部に装着することができ、逆に基台部の側部から取り外すことができるので
、当該扇風機の操作性及び使い勝手を高めることができる。
　第５の発明は、第１の発明において、脚部にバッテリパックが装着された扇風機である
。
　第５の発明によれば、扇風機を持ち上げることなく設置状態のままで、バッテリパック
を脚部に装着することができ、逆に脚部から取り外すことができるので、当該扇風機の操
作性及び使い勝手を高めることができる。
　第６の発明は、第１の発明において、本体部は持ち運び用のハンドル部を備えており、
ハンドル部にバッテリパックが装着された扇風機である。
　第６の発明によれば、バッテリパックは持ち運び用のハンドル部に装着されるので、従
来のように当該扇風機をわざわざ持ち上げなくとも、当該バッテリパックの装着、取り外
しを行うことができ、この点で当該扇風機の操作性及び使い勝手をよくすることができる
。
【０００６】
　第７の発明は、第１の発明において、羽根の回転により発生する風の通風路にバッテリ
パックが装着された扇風機である。
　第７の発明によれば、当該扇風機を持ち上げることなく設置状態のままでバッテリパッ
クの取り付け、取り外しを行うことができ、この点で当該扇風機の使い勝手及び取り扱い
性を高めることができる。また、バッテリパックが例えばガード部の背面であって風の通
風路に装着されることから、羽根の回転により発生する風の流れによって、当該バッテリ
パック及びバッテリ装着部が冷却され、これにより当該扇風機の耐久性を高めることがで
きる。
　羽根の回転により発生する風の通風路としては、ガード部の背面の他、ガード部の正面
に装着する構成とすることができる。また、ガード部の正面から吹き出された風は、同じ
くガード部の背面側に回り込んで環流することから、ガード部の側部も当該通風路として
利用することができる。
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　第８の発明は、第１又は第７の発明において、ガード部にバッテリパックが装着された
扇風機である。
　第８の発明によれば、当該扇風機を持ち上げることなく設置状態のままでバッテリパッ
クの取り付け、取り外しを行うことができ、この点で当該扇風機の使い勝手及び取り扱い
性を高めることができる。また、バッテリパックがガード部の通風路に装着されることに
より、羽根の回転により発生する風によって当該バッテリパック及びバッテリ装着部が冷
却され、これにより当該扇風機の耐久性を高めることができる。
　第９の発明は、第１～第８の何れか一つの発明において、バッテリパックにより供給さ
れる直流電源に代えて交流電源を電動モータの電源として利用可能な扇風機である。
　第９の発明によれば、直流電源（ＤＣ）と交流電源（ＡＣ）を切り換えて利用すること
ができるので、室内及び屋外のいずれにおいても当該扇風機の使い勝手を高めることがで
きる。
　第１０の発明は、第１～第９の何れか一つの発明において、バッテリパックについて異
なる電圧のバッテリパックを利用可能な扇風機である。
　第１０の発明によれば、バッテリパックの電圧について適用範囲を拡大することができ
、これにより当該扇風機の汎用性を高めることができる。
　第１１の発明は、第１～第１０の何れか一つの発明において、ガード部の周囲がエラス
トマで覆われた扇風機である。
　第１１の発明によれば、当該扇風機を誤って転倒させた場合におけるガード部の衝撃を
低減してその耐久性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る扇風機の正面図である。本図は、バッテリパックを
装着した状態を示している。
【図２】図１の(II)-(II)線断面矢視図であって、本体部の横断面図である。
【図３】第１実施形態に係る扇風機を正面斜め右側から見た斜視図である。本図は、バッ
テリパックを取り外した状態を示している。
【図４】第１実施形態に係る扇風機を正面斜め右側から見た斜視図である。本図は、バッ
テリパックを装着した状態を示している。
【図５】第１実施形態に係る扇風機を図３中矢印(V)方向から見た背面側の斜視図である
。
【図６】第１実施形態に係る扇風機を図４中矢印(VI)方向から見た背面側の斜視図である
。
【図７】第１実施形態に係る扇風機であって、補助脚部を折り畳んで設置面に沿って収納
した状態の斜視図である。
【図８】第１実施形態に係る扇風機であって、補助脚部を折り畳んで設置面に沿って収納
した状態の斜視図である。本図は、収納状態でバッテリパックを取り外した状態を示して
いる。
【図９】第１実施形態に係る扇風機であって、補助脚部を折り畳んで設置面に自立させた
状態の側面図である。
【図１０】第２実施形態に係る扇風機の正面図である。本図は、バッテリパックを装着し
た状態を示している。
【図１１】第２実施形態に係る扇風機の正面図である。本図は、バッテリパックを取り外
した状態を示している。
【図１２】第２実施形態に係る扇風機を図１０中矢印(XII)方向から見た右側面図である
。
【図１３】第３実施形態に係る扇風機の正面図である。本図は、バッテリパックを装着し
た状態を示している。
【図１４】第３実施形態に係る扇風機の正面図である。本図は、バッテリパックを取り外
した状態を示している。



(5) JP 6067519 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

【図１５】第３実施形態に係る扇風機の正面図である。図１３及び図１４に示す扇風機と
はバッテリパックのサイズが異なっている。本図は、バッテリパックを装着した状態を示
している。
【図１６】第３実施形態に係る扇風機の正面図である。図１３及び図１４に示す扇風機と
はバッテリパックのサイズが異なっている。本図は、バッテリパックを取り外した状態を
示している。
【図１７】第４実施形態に係る扇風機の正面図である。本図は、バッテリパックを装着し
た状態を示している。
【図１８】第４実施形態に係る扇風機の正面図である。本図は、バッテリパックを取り外
した状態を示している。
【図１９】第４実施形態に係る扇風機を図１７中矢印(XIX)方向から見た右側面図である
。
【図２０】第５実施形態に係る扇風機の右側面図である。
【図２１】第５実施形態に係る扇風機の斜視図である。本図は、右側斜め後方から見た状
態を示している。
【図２２】第６実施形態に係る扇風機の正面図である。
【図２３】第６実施形態に係る扇風機を図２２中矢印(XXIII)方向から見た右側面図であ
る。
【図２４】第６実施形態に係る扇風機の斜視図である。本図は、左側斜め前方から見た状
態を示している。
【図２５】第７実施形態に係る扇風機の正面図である。
【図２６】第７実施形態に係る扇風機を図２５中矢印(XXVI)方向から見た右側面図である
。
【図２７】第７実施形態に係る扇風機の斜視図である。本図は、左側斜め前方から見た状
態を示している。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　次に、本発明の第１～第７実施形態を図１～図２７に基づいて説明する。各実施形態に
係る扇風機１は、電源としてのバッテリパックの装着形態について異なっており、その他
の扇風機としての基本的構成については同様であるので、変更を要しない部材及び構成等
については同位の符号を用いてその説明を省略する。
　第１実施形態の扇風機１が図１～図９に示されている。この扇風機１は、電動モータ３
（直流モータ）と、この電動モータ３で回転する３枚羽根形式の羽根（ファン）４と、羽
根４の周囲を覆うガード部５を備えた本体部２と、この本体部２を設置面Ｆ上に設置（自
立）させる台座部６を備えている。
　ガード部５の上部には、持ち運び用の大型のハンドル部１２が設けられている。このガ
ード部５の正面側及び背面側を除く周囲は、適度な弾性を有するエラストマで覆われてい
る。ガード部５の周囲がエラストマで覆われていることにより、当該ガード部５の損傷を
防止して扇風機１の耐久性を高められている。ガード部５の周囲を覆うエラストマ被覆部
１８には、周方向適宜間隔をおいて緩衝用の凸部１８ａ～１８ａが設けられている。この
周囲の凸部１８ａ～１８ａにより、転倒時等におけるガード部５の衝撃吸収能が高められ
てその損傷がより確実に防止されるようになっている。
　台座部６は、設置面Ｆ上に沿って当接される基台部７と、基台部７の左右両側から上方
へ延びて本体部２を左右両側で支持する２本の脚部８，９を備えている。基台部７は概ね
円柱体形を有しており、その左右方向中央の上面にバッテリパック１０が装着されている
。
　左右の脚部８，９は、その下部に設けた円環形状の支持部８ａ，９ａを介して基台部７
に上下に回動可能に支持されている。左右の脚部８，９は、基台部７から上方へ起立した
位置と、設置面Ｆに沿った位置との間でほぼ９０°の角度範囲で傾動させることができる
。支持部８ａ，９ａには、それぞれ平坦な接地部８ｂ，９ｂが設けられている。
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　図５，６に示すように、基台部７の後部には、Ｕ字形の補助脚部１１が後方へ張り出す
状態に設けられている。この補助脚部１１によって、基台部７はその上面に装着したバッ
テリパック１０を上面に位置させた姿勢に保持され、これにより当該扇風機１を自立させ
た状態に保持することができる。
【０００９】
　図１，３～６に示すように、左右の脚部８，９を上方へ起立させた位置に保持すると、
接地部８ｂ，９ｂが設置面Ｆに接地されて、当該扇風機１をより安定した状態で自立させ
ることができる。これに対して、図７，８に示すように、基台部７に対して左右の脚部７
，８を後方へ倒して設置面Ｆに沿った位置に傾動させると、本体部２が補助脚部１１に対
して折り畳まれることによりコンパクトな状態で収納することができる。この折り畳み状
態では、図９に示すように、左右の接地部８ｂ，９ｂを設置面Ｆに接地させた状態に自立
させることができ、この自立姿勢では補助脚部１１が上方へ折り畳まれた状態となるため
、当該扇風機１を幅狭な隙間に収納しておくことができる。
　図３に示すように基台部７の左右中央の上面に、バッテリ装着部１３が設けられている
。このバッテリ装着部１３に左右一対のレール部１３ａ，１３ａが設けられている。左右
のレール部１３ａ，１３ａ間であってバッテリ装着部１３の後部には、コネクタ接続部１
３ｂ（図５、図８参照）が設けられている。このバッテリ装着部１３に対してバッテリパ
ック１０を図３中白抜きの矢印で示すように正面側から背面側に向けてスライドさせるこ
とにより、当該バッテリパック１０をバッテリ装着部１３に装着することができる。バッ
テリパック１０がバッテリ装着部１３に装着されるとコネクタ接続部１３ｂを経て、当該
バッテリパック１０が当該扇風機１の電源回路に電気的に接続されて電動モータ３に電源
供給がなされる。
　バッテリパック１０は、電動ねじ締め機やグラインダ等の電動工具のバッテリとして用
いられるものであり、これら電動工具から取り外したバッテリパックをそのまま用いるこ
とができる。従って、このバッテリパック１０は、バッテリ装着部１３から取り外して、
別途用意した充電器で充電することにより繰り返し使用することができる。本実施形態で
は、バッテリパック１０には、ケース内に複数本のセルを収容したリチウムイオンバッテ
リが用いられており、例えば１４．４Ｖや１８Ｖ等の高出力のものが用いられている。バ
ッテリ装着部１３は、１４．４Ｖのバッテリパックと１８Ｖのバッテリパックの何れをも
装着可能で、電源回路のＰＷＭ制御（パルス幅変調制御）により何れであっても羽根４は
一定の回転数で回転するようになっている。
【００１０】
　このバッテリパック１０の正面には取り外しボタン１０ａが設けられている。この取り
外しボタン１０ａを図３において上側にスライドさせることにより、当該バッテリパック
１０を手前側（図３中の白抜き矢印とは反対方向）にスライドさせてバッテリ装着部１３
から取り外すことができる。
　また、図８に示すように、本体２を設置面Ｆに沿って折り畳んだ状態であっても、バッ
テリパック１０を正面側（手前側）へスライドさせてバッテリ装着部１３から取り外すこ
とができ、逆に背面側へスライドさせてバッテリパック１０をバッテリ装着部１３に取り
付けることができる。
　左右脚部８，９の正面には、それぞれ各種の操作を行うための操作部が設けられている
。左側の脚部８の正面には、タイマー設定用のタイマー操作パネル１４が配置され、右側
の脚部９の正面には、比較的使用頻度の高い電源スイッチ１５や強弱切り換えボタン１６
が配置されている。
　また、右側の脚部９の右側面には、交流１００Ｖを直流１５Ｖに変換するためのＡＣ電
源アダプタ（図示省略）を接続するアダプタ接続部１７が設けられている。扇風機１は、
バッテリパック１０から供給される直流電源（１４．４Ｖまたは１８Ｖ）と、アダプタ接
続部１７に接続したＡＣ電源アダプタによりＤＣ１５Ｖに変換される交流電源（ＡＣ１０
０Ｖ）の双方に対応している（充交両用）。アダプタ接続部１７にＤＣ電源アダプタを接
続すると、バッテリパック１０からの電源供給が自動的に遮断されて、アダプタ接続部１
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７経由で電源が供給される。逆に、アダプタ接続部１７からＡＣ電源アダプタを外すとバ
ッテリパック１０からの電源供給に自動的に切り換わるようになっている。
　また、ガード部５の正面側の複数の壁部のうち、外周側の壁部５ａ～５ａと最外周の壁
部５ａについては、僅かずつ中心側に傾けられている。この中心側に傾けられた外周側の
壁部及び最外周の壁部（集風壁部５ａ～５ａ）によって、羽根４から正面側に吹き出され
た風の拡散が抑制されて中心側に集風されるため、正面前方に風が効率よく吹き出される
ようになっている。
【００１１】
　以上のように構成した第１実施形態の扇風機１によれば、電源としてのバッテリパック
１０を基台部７の上面に設けたバッテリ装着部１３に装着する構成であり、かつその取り
付け、取り外しのためのスライド方向が設置面Ｆにほぼ沿った方向となっている。このた
め、ハンドル部１２を把持する等して当該扇風機１をわざわざ持ち上げなくとも（設置状
態のまま）、バッテリパック１０をバッテリ装着部１３から取り外し、逆にバッテリ装着
部１３に装着するために必要な当該バッテリパック１０の移動領域（スライド距離）が確
保され、これにより当該扇風機１を設置した状態のままでバッテリパック１０を装着し、
逆に取り外すことができ、この点で従来よりも当該扇風機１の操作性及び使い勝手を高め
ることができる。
　また、図８に示すように、本体部２を背面側へ折り畳んだ状態でも、バッテリパック１
０をバッテリ装着部１３に対して取り付け、取り外しすることができる。
　さらに、本体部２は、左右脚部８，９の支持部８ａ，９ａを介して基台部７に回動可能
に支持されているため、本体部２に対して補助脚部１１を折り畳み可能となっている。本
体部２に対して補助脚部１１を折り畳むことにより、図７に示すように当該扇風機１を設
置面Ｆ上に寝かせた状態で収容することができる。このように、本体部２を設置面Ｆに沿
って折り畳んだ状態であっても、バッテリパック１０をスライドさせてバッテリ装着部１
３に対して取り付け、取り外しすることができ、この点でも操作性及び使い勝手を従来よ
りもよくすることができる。
　また、左右の支持部８ａ，９ａには、接地部８ｂ，９ｂが設けられていることから、補
助脚部１１を上方へ折り畳んだ状態で当該扇風機１を自立させることができ、これにより
当該扇風機１を幅狭の隙間内に収容しておくことができる。
　さらに、基台部７の上面にバッテリパック１０が装着される構成であるので、当該扇風
機１の持ち運び時に過って落下させた場合等であっても、バッテリパック１０を直接設置
面Ｆ（床面）に衝突させてしまうことがないので、当該バッテリパック１０の損傷を防止
して扇風機１の耐久性を高めることができる。
　また、ガード部５の周囲が適度な弾性を有するエラストマで覆われているので、転倒さ
せた際等の衝撃を低減してその耐久性を高めることができる。さらに、ガード部５には集
風壁部５ａ～５ａが設けられて、効率のよい吹き出しがなされるようになっている。
　さらに、扇風機１は、バッテリパック１０により供給される、ＤＣ１４．４Ｖ（または
ＤＣ１８Ｖ）と、アダプタ接続部１７に接続したＡＣ電源アダプタを経てＤＣ１５Ｖに変
換される交流１００Ｖとを切り換えて用いることができるので、当該扇風機１を室内で用
いる場合や屋外で用いる場合等の様々な場所で使い勝手を一層高めることができる。
【００１２】
　以上説明した第１実施形態には種々変更を加えることができる。図１１～図１３には、
第２実施形態の扇風機１が示されている。第２実施形態の扇風機１は、バッテリパックの
装着形態について第１実施形態とは異なっており、その他の基本的構成については変更を
要しないので、同位の符号を用いてその説明を省略する。
　第２実施形態の扇風機１は、基台部７の中央上面ではなく、その左右両側部にバッテリ
装着部２１，２１を備えている。この両バッテリ装着部２１，２１のそれぞれに対して一
つのバッテリパック２０が装着されている。両バッテリ装着部２１，２１は、それぞれ側
方に向けて開口する取り付け孔であり、バッテリパック２０を挿入して装着し、抜き出し
て取り外すことができる。
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　第２実施形態で用いられるバッテリパック２０は、３本のセルを収容した１０．８Ｖの
リチウムイオンバッテリで、電動ねじ締め機等の電動工具に用いられるものがそのまま流
用されている。バッテリパック２０には、２つのロック爪２０ａ，２０ａとそれぞれに対
応した２つの取り外しボタン２０ｂ，２０ｂが設けられている。バッテリパック２０をバ
ッテリ装着部２１に差し込むと、ロック爪２０ａ，２０ａがバッテリ装着部２１の口元に
係合して当該バッテリパック２０が装着位置にロックされる。バッテリパック２０，２０
が左右のバッテリ装着部２１，２１にそれぞれ装着されると、本体部２の電源回路に電気
的に接続されて電動モータ３への電源供給が可能となる。
　取り外しボタン２０ｂ，２０ｂを指先で押し込み操作すると、ロック爪２０ａ，２０ａ
が外れてバッテリパック２０をバッテリ装着部２１から側方へ抜き出し可能となり、取り
外すことができる。
　このように第２実施形態の扇風機１によっても、バッテリパック２０，２０をバッテリ
装着部２１，２１に対して設置面Ｆに沿った方向に移動させて取り付け、取り外しするこ
とができる。このため、従来のように扇風機１を設置面Ｆから持ち上げることなく、バッ
テリパック２０，２０の取り付け、取り外しを行うことができ、この点で当該扇風機１の
操作性及び使い勝手をよくすることができる。
【００１３】
　図１３～図１６には、第３実施形態の扇風機１が示されている。第３実施形態の扇風機
１は、バッテリパック１０（２０）の取り付け部位が、左右脚部８，９の側部である点で
前記の第１、第２実施形態とは異なっている。同様の部材及び構成については同位の符号
を用いてその説明を省略する。
　図１３及び図１４に示すように左右脚部８，９の側部にバッテリ装着部３０，３０が設
けられている。両バッテリ装着部３０，３０には、前記第１実施形態と同じく、一対のレ
ール部１３ａ，１３ａとコネクタ部１３ｂが設けられており、バッテリパック１０を上下
にスライドさせて取り付け、取り外しする構成となっている。バッテリ装着部３０に対し
てバッテリパック１０を上方へスライドさせると取り外すことができ、下方へスライドさ
せると装着することができる。
　図１５及び図１６には、１０．８Ｖの抜き差しタイプのバッテリパック２０，２０を左
右の脚部８，９の側部に設けたバッテリ装着部３１，３１に装着する形態が示されている
。バッテリ装着部３１，３１は上方に開口した取り付け孔であり、バッテリパック２０を
上方から差し込むとロック爪２０ａ，２０ａがバッテリ装着部３１の口元に係合して装着
状態にロックされる。取り外しボタン２０ｂ，２０ｂを指先で押し込み操作するとロック
爪２０ａ，２０ａが外れて当該バッテリパック２０を上方へ抜き出して、バッテリ装着部
３１から取り外すことができる。
　取り外したバッテリパック１０，２０は、別途用意した充電器で充電することにより繰
り返し使用することができる。
　第３実施形態では、第１及び第２実施形態におけるアダプタ接続部１７が右側の脚部９
の背面側に配置されている。
　この第３実施形態によっても、設置面Ｆから離れた左右脚部８，９の側部にバッテリパ
ック１０，２０を装着する構成であるので、従来のように扇風機１をわざわざ持ち上げる
ことなく、バッテリパック１０，２０の装着、取り外しを行うことができ、これにより当
該扇風機１の操作性及び使い勝手を高めることができる。
【００１４】
　図１７～図１９には、第４実施形態の扇風機１が示されている。第４実施形態の扇風機
１は、電源としてのバッテリパック２０をハンドル部４０に装着する形態を備える点で前
記の第１～第３実施形態とは異なっている。その他の点については同様であるので、同位
の符号を用いてその説明を省略する。
　第４実施形態では、ガード部５の上部に脚部４０ａ，４０ａを介してハンドル部４０が
設けられている。このハンドル部４０の右側部にバッテリ装着部４１が設けられている。
このバッテリ装着部４１は、ハンドル部４０の右側方に開口する取り付け孔であり、抜き
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差しタイプのバッテリパック２０が一つ装着される。このバッテリパック２０をバッテリ
装着部４１に差し込むと、ロック爪２０ａ，２０ａが当該バッテリ装着部４１の口元に係
合して装着状態にロックされる。図１７に示す装着状態において、２つの取り外しボタン
２０ｂ，２０ｂを指先で押し込み操作するとロック爪２０ａ，２０ａが外れて当該バッテ
リパック２０をバッテリ装着部４１から抜き出して取り外すことができる。取り外したバ
ッテリパック２０は別途用意した充電器で充電して繰り返し使用することができる。
　この第４実施形態によっても、設置面Ｆから離れたハンドル部４０にバッテリパック２
０を装着する構成であるので、従来ように扇風機１をわざわざ持ち上げなくともバッテリ
パック２０の装着、取り外しを行うことができるので、その操作性及び使い勝手をよくす
ることができる。
　さらに、以上例示したように基台部７の上面や側部に限らず、その背面部に対してスラ
イドさせ、抜き差しして装着、取り外しするバッテリパック、左右脚部８，９の一方又は
双方の正面若しくは背面にスライドさせ、抜き差しして装着、取り外しするバッテリパッ
ク、本体部２の正面、背面若しくは側部に対してスライドさせ、抜き差しして装着、取り
外しするバッテリパックとすることによっても、当該扇風機１の設置状態でバッテリパッ
クの装着、取り外しのために必要な移動領域が十分に確保されることにより同様の作用効
果を得ることができる。
【００１５】
　例えば、図２０～図２７には、ファン４の回転により発生する風の通風路であって本体
部２にバッテリパック１０を装着する形態（第５～第７実施形態）が例示されている。先
ず、図２０及び図２１には、第５実施形態に係る扇風機１が示されている。第５実施形態
の扇風機１は、電源としてスライド取り付け形式のバッテリパック１０を備えている。第
５実施形態の扇風機１は、本体部２の背面にバッテリパック１０を装着する形態を備えて
いる。その他の点については他の実施形態と同様であるので同位の符号を用いてその説明
を省略する。
　本体部２の背面側であって電動モータ３の上側に、バッテリ装着部５０が設けられてい
る。このバッテリ装着部５０は、図では見えていないが第１実施形態のバッテリ装着部１
３と同じく左右一対のレール部とコネクタ部を備えている。図中白抜きの矢印で示すよう
にこのバッテリ装着部５０に対して下方に向けてスライドさせればバッテリパック１０を
取り付けることができ、取り外しボタン１０ａをアンロック操作して上方へ向けてスライ
ドさせればこのバッテリパック１０をバッテリ装着部５０から取り外すことができる。第
１実施形態と同様、取り外したバッテリパック１０は別途用意した充電器で充電すること
により繰り返し使用することができる。このバッテリパック１０は、例えば出力電圧１８
Ｖのリチウムイオンバッテリで、ねじ締め機や切断機等の充電式電動工具のバッテリとし
て使用されるものをそのまま流用することができる。
　このようにバッテリパック１０を本体部２の背面に装着する構成であるので、第５実施
形態によっても扇風機１をわざわざ持ち上げるといった手間を掛けることなく設置状態の
ままで、当該バッテリパック１０を取り付け、取り外しを行うことができるので、前記各
実施形態と同様当該扇風機１の使い勝手及び取り扱い性をよくすることができる。
　また、第５実施形態の場合、バッテリパック１０がガード部５の背面上部であってハン
ドル部１２に近い部位に装着されることから、ハンドル部１２とバッテリ装着部５０との
間における手の移動距離を小さくすることができる点で当該バッテリパック１０の操作性
及び取り扱い性をよくすることができる。
【００１６】
　図２２～図２４には、第６実施形態の扇風機１が示されている。第６実施形態は、前記
第１～第５実施形態とはバッテリパックの装着部位がさらに異なっている。第１～第５実
施形態と同様であり、特に変更を要しない部材及び構成については同位の符号を付してそ
の説明を省略する。
　第６実施形態では、本体部２の左右両側部であって羽根４の回転により発生する風の通
風路となるガード部５の左右側部に一つずつバッテリパック１０が装着されている。第６
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実施形態の場合、本体部２のガード部５の左右側部にそれぞれバッテリ装着部６０が設け
られている。第３実施形態では、左右の脚部８，９の側部にバッテリ装着部３０，３０を
設けてそれぞれスライド取り付け形式のバッテリパック１０を取り付ける構成であったが
、第６実施形態では第３実施形態よりも上側であって本体部２の左右両側部にバッテリ装
着部６０，６０が設けられている。左右のバッテリ装着部６０，６０は、それぞれ第１実
施形態のバッテリ装着部１３と同様スライド取り付け形式の左右レール部とコネクタ部を
備えている。
　第３実施形態と同様、図中白抜きの矢印で示すように左右のバッテリ装着部６０，６０
に対してそれぞれバッテリパック１０を下方へ向けてスライドさせれば取り付けることが
でき、逆に取り外しボタン１０ａをアンロック操作した状態で上方へスライドさせればバ
ッテリ取り付け部６０から取り外すことができる。取り外したバッテリパック１０は、別
途充電することにより繰り返し使用することができる。
　第６実施形態によれば、当該扇風機１を持ち上げることなく設置状態のままで、左右の
バッテリパック１０，１０を簡単に装着でき、逆に取り外すことができるので、前記各実
施形態と同様の作用効果を得ることができる。
　特に、第６実施形態の場合、左右のバッテリパック１０，１０がガード部５の左右側部
に取り付けられることから、羽根４の回転により発生する風の前方から後方への巻き込み
若しくは環流によって当該バッテリパック１０，１０及びバッテリ装着部６０，６０が効
率よく冷却されてこれらの耐久性を高めることができる。
　この第５実施形態では、ガード部５の左右側部であって羽根４の回転中心を通る水平線
上にバッテリパック１０，１０を取り付ける構成を例示したが、ガード部５の上部と下部
あるいはガード部５の上側半周の左右対称位置若しくは下側半周の左右対称位置にバッテ
リパックを取り付け構成に変更することができる。
【００１７】
　図２５～図２７には、第７実施形態の扇風機１が示されている。第１～第６実施形態と
同様で、特に変更を要しない部材及び構成については同位の符号を用いてその説明を省略
する。第７実施形態では、同じく羽根４の回転により発生する風の通風路であって本体部
２の正面にバッテリパック１０が装着される。図示するようにガード部５の正面であって
、羽根４の回転中心（ガード部５の中心）よりも上側の領域に一つのバッテリ装着部７０
が設けられている。このバッテリ装着部７０は、前記第１、第３、第５及び第６の各実施
形態と同じくスライド取り付け形式の左右レール部とコネクタ部を備えている。第７実施
形態においても、図中白抜きの矢印で示すようにバッテリ装着部７０に対してバッテリパ
ック１０を下方に向けてスライドさせれば装着することができ、逆に取り外しボタン１０
ａをアンロック操作した状態で上方へ向けてスライドさせれば取り外すことができる。
　このことから、第７実施形態によっても、当該扇風機１をわざわざ上方へ持ち上げると
いった面倒な操作をすることなく設置面Ｆ上に設置した状態のままバッテリパック１０の
取り付け、取り外しを行うことができ、これにより当該扇風機１の使い勝手及び取り扱い
性を高めることができる。
　特に、第７実施形態の場合、羽根４の真正面にバッテリパック１０及びバッテリ装着部
７０が配置されていることから、羽根４により発生する風によって、当該バッテリパック
１０及びバッテリ装着部７０が最も効率よく冷やされ、これにより当該バッテリパック１
０及びバッテリ装着部７０ひいては扇風機１の耐久性を高めることができる。
【００１８】
　以上説明した各実施形態にはさらに変更を加えて実施することができる。各実施形態に
おいて、定格電圧が１４．４Ｖのバッテリパック１０あるいは１０．８Ｖのバッテリパッ
ク２０を例示したが、これ以外のバッテリパックを設定することもできる。また、装着す
るバッテリパックの個数についても変更することができ、第１実施形態において基台部７
の上面に２つのバッテリパック１０，１０を装着する構成としてもよく、第２実施形態に
おいて基台部７の片側にのみ１つのバッテリパック２０を装着する構成としてもよく、第
３実施形態において片側の脚部８（９）のみにバッテリパック１０を装着する構成として
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もよく、第４実施形態おいてハンドル部４０の両側にバッテリパック２０，２０を装着す
る構成としてもよい。
　さらに、第５～第７実施形態において、スライド取り付け形式のバッテリパック１０に
代えて差し込み式のバッテリパック２０をそれぞれの部位に装着する構成としてもよい。
また、第５及び第７実施形態において、バッテリパック１０（２０）を複数装着する構成
としてもよい。
　また、第１～第７の各実施形態を相互に組み合わせた構成としてもよい。例えば、基台
部７の上面（第１実施形態）に加えて、基台部７の左右側部（第２実施形態）、又は左右
脚部８，９の側部（第３実施形態）、又は本体部２の左右側部（第６実施形態）、又は本
体部２の背面（第５実施形態）若しくは本体部２の正面（第７実施形態）にそれぞれバッ
テリパック１０（２０）を装着可能な構成とすることができる。
　さらに、本体部２に対して折り畳み可能な補助脚部１１を備える構成を例示したが、基
台部７に対して左右の脚部８，９を固定して設けた構成としてもよい。係る構成であって
も、電源としてのバッテリパックの装着位置及び装着、取り外しの際における当該バッテ
リパックの移動方向について十分な移動領域が確保されることにより同様の作用効果を得
ることができる。
【符号の説明】
【００１９】
Ｆ…設置面
１…扇風機
２…本体部
３…電動モータ
４…羽根（ファン）
５…ガード部、５ａ…集風壁部
６…台座部
７…基台部
８…脚部（左）、８ａ…支持部、８ｂ…接地部
９…脚部（右）、９ａ…支持部、９ｂ…接地部
１０…バッテリパック（スライドタイプ）、１０ａ…取り外しボタン
１１…補助脚部
１２…ハンドル部
１３…バッテリ装着部（第１実施形態）、１３ａ…レール部、１３ｂ…コネクタ部
１４…タイマー操作パネル
１５…電源スイッチ
１６…強弱切り換えボタン
１７…アダプタ接続部
１８…エラストマ被覆部、１８ａ…緩衝用の凸部
２０…バッテリパック（抜き差しタイプ）
２０ａ…ロック爪、２０ｂ…取り外しボタン
２１…バッテリ装着部（第２実施形態）
３０…バッテリ装着部（第３実施形態、スライドタイプ）
３１…バッテリ装着部（第３実施形態、抜き差しタイプ）
４０…ハンドル部、４０ａ…脚部
４１…バッテリ装着部（第４実施形態）
５０…バッテリ装着部（第５実施形態）
６０…バッテリ装着部（第６実施形態）
７０…バッテリ装着部（第７実施形態）
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